
こんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされました

通
路
等
を
移
動
し
た
と
き
に
、
そ
の
部

分
に
つ
い
て
課
税
標
準
額
を
3
分
の
2

と
す
る
こ
と
を
5
年
間
お
こ
な
え
る
と

い
う
も
の
。

問
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
業
費
補

助
金
の
入
金
時
期
に
つ
い
て
。

答
　
補
助
金
の
補
正
予
算
の
経
緯
で
す

が
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
が
開
始
さ
れ
、
平
成
28
年
1
月
か

ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
発
行
が
始
ま
っ

た
。
こ
の
通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
、
ま
た
関
連
の
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
に
業
務
を
委
託
し
、
そ

の
負
担
金
は
国
庫
補
助
金
と
し
て
10
分

の
10
が
交
付
さ
れ
る
も
の
。
入
金
時
期

は
年
2
回
で
、
6
月
と
来
年
の
5
月
の

予
定
で
あ
る
。

問
　
固
定
資
産
税
関
係
に
お
い
て
、
生

産
性
向
上
特
別
措
置
法
の
制
定
を
前
提

に
、市
が
主
体
的
に
作
成
し
た
計
画
は
。

答
　
中
小
企
業
の
設
備
投
資
を
促
進
す

る
た
め
の
税
制
上
の
措
置
で
、
今
後
、

市
町
村
が
導
入
促
進
計
画
を
つ
く
る
こ

と
に
な
る
。
幸
手
市
の
所
管
は
商
工
観

光
課
で
あ
る
。

問
　
条
例
の
内
容
と
控
除
対
象
と
な
る

施
設
は
。

答
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
に
伴
い
、
措
置
に
か

か
る
部
分
に
つ
い
て
の
土
地
、
償
却
資

産
等
の
課
税
標
準
を
3
分
の
2
に
減
額

す
る
こ
と
を
都
市
計
画
税
に
適
用
す
る

改
正
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
立
地
誘

致
促
進
施
設
協
定
に
基
づ
い
て
、
公
共

的
に
使
う
道
路
、
公
園
、
広
場
、
緑
地
、

総
務
常
任
委
員
会

幸
手
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
議
案
第
49
号
）

の
か
。

答
　
開
館
時
間
は
、
午
前
9
時
か
ら
午

後
5
時
ま
で
で
、
6
月
か
ら
9
月
ま
で

の
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
休
日
に
つ

い
て
は
、
午
前
9
時
か
ら
午
後
9
時
30

分
ま
で
と
な
る
。
ま
た
、
毎
週
月
曜
日

お
よ
び
年
末
の
12
月
29
日
か
ら
1
月
3

日
ま
で
が
休
館
日
と
な
る
。

問
　
国
庫
補
助
金
で
あ
る
、
住
民
情
報

管
理
費
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
業

費
負
担
金
の
補
正
に
つ
い
て
、
専
決
補

正
で
平
成
29
年
度
に
減
額
を
し
な
が
ら
、

平
成
30
年
度
に
減
額
し
た
額
よ
り
増
え

た
1
0
3
9
万
3
千
円
を
計
上
す
る
意

義
に
つ
い
て
。

答
　
各
年
度
ご
と
に
上
限
額
が
提
示
さ

れ
て
い
る
が
、
実
質
の
支
出
額
が
少
な

か
っ
た
た
め
、
平
成
29
年
度
は
減
額
し

た
、
今
年
度
も
、
平
成
30
年
度
の
上
限

額
が
示
さ
れ
た
た
め
、
補
正
予
算
を
計

上
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
　
条
例
が
、
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の

か
。

答
　
例
規
と
し
て
は
、
超
重
症
心
身
障

が
い
児
と
い
う
定
義
が
新
た
に
加
わ
り
、

ま
た
、
支
給
制
限
の
対
象
と
な
る
施
設

の
例
記
が
変
わ
る
が
、
実
質
的
に
改
正

に
よ
る
影
響
は
な
い
。

問
　
幸
手
市
で
現
在
、
障
が
い
者
手
当

を
受
給
し
て
い
る
方
の
人
数
は
ど
れ
ぐ

ら
い
か
。

答
　
決
算
前
な
の
で
、
直
近
の
平
成
29

年
度
の
実
績
を
参
考
に
す
る
と
、
実
数

で
4
8
4
人
の
方
が
受
給
さ
れ
て
い
る
。

問
　
郷
土
資
料
館
の
開
館
時
間
・
閉
館

時
間
・
休
館
日
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

問答問答

答 問

答答 問

答 問 答 問問

幸
手
市
都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
議
案
第
50
号
）

平
成
30
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

 

（
議
案
第
53
号
）

幸
手
市
在
宅
重
度
心
身
障
害
者

手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

 
（
議
案
第
51
号
）

幸
手
市
郷
土
資
料
館
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
議
案
第
52
号
）

平
成
30
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

 

（
議
案
第
53
号
）

第３回 「議会報告会」開催のお知らせ

　幸手市議会では第３回「議会報告会」を下記のとおり開催いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

　日　時　　１１月１７日（土）午後２時～４時

　場　所　　幸手市役所第１会議室

　内　容　　議会報告（９月議会関係）、広聴会

　幸手市議会では、９月議会で審議する予定の平成２９年度決算を中心に

「議会報告」を行い、その後、参加者の皆様から市政に対するご意見等を

伺う「広聴会」も開催いたします。どなたでも参加できますので、ぜひ、

お誘い合わせの上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

　ご不明の点については、議会事務局（電話４２－８８２４）までお問い

合わせください。

昨年の議会報告会の様子

（6）（7） 〔市議会だよりさって〕No.87〔市議会だよりさって〕No.87


